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回
さ
れ
た
お
触
れ
書
き

領
地
支
配
の
確
立

　
慶
長
５
年（
１
６
０
０
）、
関
ヶ
原
の

戦
い
に
よ
っ
て
覇
権
を
確
立
し
た
徳
川

家
康
は
、
全
国
の
支
配
体
制
の
整
備
に

取
り
か
か
り
、
特
に
江
戸
幕
府
を
開
い

た
後
は
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
直
轄

領
、
藩
領
、
旗
本
領
、
役
地
領
な
ど
を

定
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
近
江（
滋
賀
県
）は
京
都
や
大
坂
の
後

背
地
と
し
て
、
ま
た
輸
送

経
路
の
要
衝
と
し
て
重
要

視
さ
れ
、
湖
上
交
通
の
保

護
を
始
め
と
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
政
策
が
と
ら
れ
、
特

権
を
与
え
ら
れ
る
と
共
に
、

幕
府
直
轄
領
の
他
に
有
力

大
名
や
旗
本
の
領
地
の
一

部
が
お
か
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
近
江
は
多
数
の
領
主

の
領
地
が
入
り
混
じ
る
地

域
と
し
て
知
ら
れ
、
一
村

の
村
高
を
分
割
す
る
相あ
い
き
ゅ
う給

の
形
で
支
配
を
う
け
る
村

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

高
島
郡
膳
所
藩
領
の
成
立

　
膳
所
藩
は
、
慶
長
６
年（
１
６
０
１
）

に
徳
川
家
康
が
現
在
の
大
津
市
膳
所
に

城
を
築
き
、
譜
代
の
戸
田
一
西
に
３
万

石
を
与
え
て
城
主
と
し
た
こ
と
に
始
ま

り
ま
す
。
そ
の
後
、
数
年
間
は
城
主

の
交
代
が
続
き
ま
す
が
、
慶
安
４
年

（
１
６
５
１
）４
月
に
本
多
俊
次
が
７
万

石
で
膳
所
城
主
に
な
っ
た
後
は
、
本
多

氏
に
そ
の
所
領
が
受
け
継
が
れ
て
い
き

ま
し
た
。

　
そ
の
膳
所
藩
の
領
地
が
、
高
島
郡
の

南
市
・
下
ノ
城
・
馬
場
・
佐
賀
・
上
寺
・

仁
和
寺
・
鍛
冶
屋
・
三
田
・
沖
田
・
産

所
・
下
古
賀
・
庄
堺
・
川
島
・
三
重
生
・

十
八
川
・
永
田
・
鴨
・
武
曽
・
北
畑
・

五
十
川
・
日
爪
・
平
井
・
東
河
原
・
太

田
・
岡
の
一
部
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
高

島
郡
内
の
膳
所
藩
領
を
統
治
す
る
代
官

所
が
南
市
に
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。

領
主
か
ら
の
お
触
れ

　
こ
の
膳
所
藩
の
よ
う
に
、
自
分
の
本

拠
地
か
ら
離
れ
た
場
所
に
領
地
を
有
す

る
領
主
も
多
く
い
た
こ
と
か
ら
、
領
主

の
政
策
等
は
お
触
れ
書
き
を
も
っ
て
支

配
す
る
村
々
に
通
達
さ
れ
ま
し
た
。

　
膳
所
藩
代
官
を
務
め
た
家
に
伝
わ
っ

た
資
料
の
中
に
は
、
表
紙
に「
御
触
書
」

と
書
か
れ
た
江
戸
時
代
後
期
の
古
文
書

が
あ
り
、
こ
れ
に
は
冠
婚
葬
祭
時
の
衣

類
や
食
べ
物
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
等

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
お
触
れ
書
き
は
、
一
通
が
南
市
の
代

官
所
に
届
け
ら
れ
、
そ
の
後
、
代
官
か

ら
郡
内
の
膳
所
藩
領
の
村
々
へ
順
番
に

継
ぎ
送
り
さ
れ
た
よ
う
で
、
末
尾
の
宛

先
は
、
膳
所
藩
領
の
村
々
の
庄
屋
と

な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
最
終
行
に
は

「
右
、
何
れ
も
写
し
取
り
、
早
々
に
順

達
致
さ
る
べ
く
候
」と
各
庄
屋
に
お
触

れ
書
き
の
内
容
を
写
し
取
っ
て
、
早
々

に
次
の
村
に
回
す
よ
う
に
と
の
注
意
書

き
が
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
行
政
文

書
の
伝
達
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
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今月の表紙は、階段を上
ると天空を思わせるような
スポット「ステアーズフラ

ワー」。びわこ箱館山からの眺望を、
このスポットのおかげで自分が浮い
ているような感覚で眺めることがで
きます。平野の町並みから琵琶湖、
竹生島と伊吹山をスカッと見渡せる
ので、立つもよし、座るもよし、い
ろんな眺め方があると思いますの
で、ぜひ思い思いの方法で楽しんで
みてください。（M）

「御触書」の最終ページ
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